
議案４８－1 

第４８号議案

南小学校校舎増築工事請負契約の一部を変更する契約締結に

係る意見の申出の臨時代理について  

上記の議案を提出する。

  令和２年８月３１日

 教育長  井  上 謙 介

提案理由

 南小学校校舎増築工事請負契約の一部を変更する契約締結について、

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２

号）第２９条の規定に基づき、市長から意見を求められたものであるが、

特に緊急を要し教育委員会を開催する時間的余裕がないため、久留米市

教育委員会教育長に対する事務委任規則第３条の規定により、教育長に

おいて臨時に代理したので報告し、承認を求めようとするものである。  



議案４８－2 

南小学校校舎増築工事請負契約の一部を変更する契約締結に

係る意見の申出の臨時代理について  

南小学校校舎増築工事請負契約の一部を変更する契約締結に係る意

見の申出について、別紙のとおり教育長により臨時に代理したので報告

し、承認を求める。  



議案４８－3 

南小学校校舎増築工事請負契約の一部を変更する契約締結に

係る意見の申出について  

南小学校校舎増築工事請負契約の一部を変更する契約締結について、

別紙のとおり市議会に提出することに同意する。  



議案４８－4 

第   号議案

南小学校校舎増築工事請負契約の一部を変更する契約締結に

ついて  

上記の議案を提出する。

  令和２年   月   日

久留米市長  大 久 保 勉

提案理由

 南小学校校舎増築工事執行に当たり、契約金額を変更する必要が生じ

たため、令和元年９月２０日に議決した「南小学校校舎増築工事請負契

約」の一部を変更する契約を締結しようとするものである。  



議案４８－5 

南小学校校舎増築工事請負契約の一部を変更する契約締結に

ついて  

令和元年９月２０日に議決した「南小学校校舎増築工事請負契約」

の一部を次のとおり変更する契約を締結する。  

契約金額「３億５，２００万円（うち取引に係る消費税及び地方消

費税の額３，２００万円）」を「３億５，５８１万７，０００円（うち

取 引 に 係 る 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 の 額 ３ ， ２ ３ ４ 万 ７ ， ０ ０ ０

円）」に変更する。  



議案４９－１ 

第４９号議案

財産（学習者用コンピュータ端末）の取得に係る意見の申出

の臨時代理について  

上記の議案を提出する。

  令和２年８月３１日

 教育長  井  上 謙 介

提案理由

 財産（学習者用コンピュータ端末）の取得について、地方教育行政の

組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第２９条の規

定に基づき、市長から意見を求められたものであるが、特に緊急を要し

教育委員会を開催する時間的余裕がないため、久留米市教育委員会教育

長に対する事務委任規則（昭和３９年久留米市教育委員会規則第１２号）

第３条の規定により、教育長において臨時に代理したので報告し、承認

を求めようとするものである。  



議案４９－２ 

財産（学習者用コンピュータ端末）の取得に係る意見の申出

の臨時代理について  

財産（学習者用コンピュータ端末）の取得に係る意見の申出について、

別紙のとおり教育長により臨時に代理したので報告し、承認を求める。  



議案４９－３ 

財産（学習者用コンピュータ端末）の取得に係る意見の申出

について  

財産の取得について、別紙のとおり市議会に提出することに同意する。 



議案４９－４ 

第   号議案

財産（学習者用コンピュータ端末）の取得について

上記の議案を提出する。

  令和２年   月   日

久留米市長  大 久 保   勉

提案理由

 学校における教育ＩＣＴ環境整備のため、学習者用コンピュータ端末

を取得するに当たり、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処

分に関する条例（昭和３９年久留米市条例第６号）第３条の規定により

市議会の議決を求めるものである。  



議案４９－５ 

財産（学習者用コンピュータ端末）の取得について

次のとおり財産を取得する。

１ 取得する財産

 学習者用コンピュータ端末  １６，２３４台

２ 取得予定価格  

７億３，０４０万円

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額６，６４０万円）

３ 取得年度  

令和２年度

４ 支払方法

一時払（令和２年度）



議案４９－資料 1 

（第４９号議案 関係資料） 

財産（学習者用コンピュータ端末）の取得について 

ＧＩＧＡスクール構想に基づき、学校における教育ＩＣＴ環境を整備するため、学習

者用コンピュータ端末を取得する。 

１ 取得する財産 

学習者用コンピュータ端末 

ＡＳＵＳ社製 Ｃｈｒｏｍｅｂｏｏｋ 

合計１６，２３４台（小学校１１，２５３台、中学校４，９８１台） 

※全児童生徒のうち３人に２台分

２ 取得予定価格 

  ７億３，０４０万円（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額６，６４０万円） 

１台当たり、約４万４，９９２円 

公立学校情報機器整備費補助金を活用（１台４．５万円が上限） 

３ 取得年度 

令和２年度（令和３年３月までに納入予定） 

４ 支払方法 

  一時払（令和２年度） 

５ プロポーザル結果 

順位 業者名 
評価点合計 

(１，４００点満点) 
得点率 

第 1位 西日本電信電話株式会社 福岡支店 １，０１８点 ７２．７％ 

第 2位 Ａ   ９６０点 ６８．６％ 

定例教育委員会資料 

令和２年８月３１日 

教育部教育ＩＣＴ推進課 



議案５０－１ 

第５０号議案

久留米市立学校校内情報通信ネットワーク環境整備業務委託

契約締結に係る意見の申出の臨時代理について  

上記の議案を提出する。

  令和２年８月３１日

 教育長  井  上 謙 介

提案理由

 久留米市立学校校内情報通信ネットワーク環境整備業務委託契約締結

について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律

第１６２号）第２９条の規定に基づき、市長から意見を求められたもの

であるが、特に緊急を要し教育委員会を開催する時間的余裕がないため、

久留米市教育委員会教育長に対する事務委任規則（昭和３９年久留米市

教育委員会規則第１２号）第３条の規定により、教育長において臨時に

代理したので報告し、承認を求めようとするものである。  



議案５０－２ 

久留米市立学校校内情報通信ネットワーク環境整備業務委託

契約締結に係る意見の申出の臨時代理について  

久留米市立学校校内情報通信ネットワーク環境整備業務委託契約締

結に係る意見の申出について、別紙のとおり教育長により臨時に代理し

たので報告し、承認を求める。  



議案５０－３ 

久留米市立学校校内情報通信ネットワーク環境整備業務委託

契約締結に係る意見の申出について  

久留米市立学校校内情報通信ネットワーク環境整備業務委託契約締

結について、別紙のとおり市議会に提出することに同意する。  



議案５０－４ 

第   号議案

久留米市立学校校内情報通信ネットワーク環境整備業務委託

契約締結について  

上記の議案を提出する。

  令和２年   月   日

久留米市長  大 久 保   勉

提案理由

 久留米市立学校校内情報通信ネットワーク環境整備業務を委託するた

め、公募型プロポーザル方式（総合評価方式）により受託者を定めたの

で、その者と契約を締結しようとするものである。  



議案５０－５ 

久留米市立学校校内情報通信ネットワーク環境整備業務委託

契約締結について  

久留米市立学校校内情報通信ネットワーク環境整備業務委託につい

て、次のとおり契約を締結する。  

１ 業務場所

久留米市立小学校（４４校）  

久留米市立中学校（１７校）  

久留米市立久留米特別支援学校

久留米市立高等学校（２校）  

２ 業務の概要

(1) 情報通信ネットワーク環境（拠点ルータ、基幹スイッチ、フロ

アスイッチ、無線ＬＡＮコントローラ、無線アクセスポイント、

ＬＡＮ配線及び電源）の整備

(2) 端末機器充電保管庫（電源キャビネット）の整備

(3) 端末機器の設置及び設定

３ 業務期間

 契約締結の日の翌日から令和３年３月１５日まで

４ 契約金額  

９億２，７３０万円

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額８，４３０万円）

５ 契約の相手方  

福岡市博多区博多駅東三丁目２番２８号

西日本電信電話株式会社 福岡支店

取締役福岡支店長  小澤 正憲



 議案５０－資料 1 

（第５０号議案 関係資料） 

 

久留米市立学校校内情報通信ネットワーク環境整備業務委託契約について 

 

１ 目的 

  高速大容量の通信ネットワークを整備することにより、ＧＩＧＡスクール構想に基

づいた教育ＩＣＴ環境を実現し、児童生徒一人ひとりがコンピュータ端末を十分に活

用できる環境を整備する。 

 

２ 業務場所 

 小学校（４４校、下田小及び浮島小を除く。） 

 中学校（１７校） 

 特別支援学校 

 高等学校（２校） 

 

３ 業務概要 

(1) 小・中・特別支援・高等学校における校内情報通信ネットワーク環境の新設及び

設定 

   

定例教育委員会資料 

令和２年８月 31 日 

教育部教育ＩＣＴ推進課 



議案５０－資料 2 

(2) 端末機器充電保管庫の整備

(3) 端末機器の設置及び設定

４ 契約金額 

９億２，７３０万円（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額８，４３０万円） 

  財源：公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金 

５ プロポーザル結果 

順位 業者名 
評価点合計 

(２，０００点満点) 
得点率 

第 1位 西日本電信電話株式会社 福岡支店 １，３８５点 ６９．３％ 

第 2位 Ｃ １，３２０点 ６６．０％ 

第 3位 Ａ １，３００点 ６５．０％ 



議案５１－１ 

第５１号議案  

 

久留米市スポーツ推進委員の委嘱について  

 

上記の議案を提出する。  

令和２年８月３１日  

教育長  井  上  謙  介  

  

提案理由  

久留米市スポーツ推進委員の欠員補充のため、委員を委嘱しよう

とするものである。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案５１－２ 

久留米市スポーツ推進委員の委嘱について

スポーツ基本法（平成２３年法律第７８号）第３２条第１項の規定

により、下記の者を久留米市スポーツ推進委員に委嘱する。

記

校   区 氏   名 任   期

青峰校区 藤木 裕子
令和 2 年 9 月 1 日～

令和 4 年 3 月 31 日  



議案５１－資料１ 

○スポーツ基本法 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

（スポーツ推進委員） 

第三十二条 市町村の教育委員会（特定地方公共団体にあっては、その長）は、当該市町

村におけるスポーツの推進に係る体制の整備を図るため、社会的信望があり、スポーツに

関する深い関心と理解を有し、及び次項に規定する職務を行うのに必要な熱意と能力を有

する者の中から、スポーツ推進委員を委嘱するものとする。 

２ スポーツ推進委員は、当該市町村におけるスポーツの推進のため、教育委員会規則

（特定地方公共団体にあっては、地方公共団体の規則）の定めるところにより、スポーツ

の推進のための事業の実施に係る連絡調整並びに住民に対するスポーツの実技の指導その

他スポーツに関する指導及び助言を行うものとする。 

３ スポーツ推進委員は、非常勤とする。 

 

 

○久留米市スポーツ推進委員に関する規則 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

（職務） 

第２条 スポーツ推進委員は、市民のスポーツの振興に関し、その分担する地域及び事項に

ついて次の職務を行う。 

（１）市民一般に対しスポーツについての理解を深め、その振興のための指導助言を行うこ

と。 

（２）市民のスポーツ活動の促進のための育成を図ること。 

（３）学校、公民館等の教育機関、その他の行政機関の行うスポーツ行事又は事業に対し協

力すること。 

（４）スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に対し、求めに応じ

協力すること。 

（５）スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整に関すること。 

 ２ 前項の規定により、スポーツ推進委員が分担する地域の指定その他職務に関し必要な事

項は教育長が定める。 

（定数） 

第３条 スポーツ推進委員の定数は、１３６人以内とする。 

（任期） 

第４条 スポーツ推進委員の任期は、２年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残 

任期間とする。 

２ スポーツ推進委員は、再任されることができる。 

 



議案５２－１ 

第５２号議案

令和２年度教育費９月補正予算（第５号）に係る意見の申出の

臨時代理について  

上記の議案を提出する。

令和２年８月３１日

教育長  井  上 謙 介

提案理由

 令和２年度教育費９月補正予算（第５号）について、地方教育行政

の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第２９条

の規定に基づき、市長から意見を求められたものであるが、特に緊急

を要し教育委員会を開催する時間的余裕がないため、久留米市教育委

員会教育長に対する事務委任規則第３条の規定により、教育長におい

て臨時に代理したので報告し、承認を求めようとするものである。  



議案５２－２ 

令和２年度教育費９月補正予算（第５号）に係る意見の申

出の臨時代理について  

令和２年度教育費９月補正予算（第５号）に係る意見の申出につい

て、別紙のとおり教育長により臨時に代理したので報告し、承認を求

める。  



議案５２－３ 

令和２年度教育費９月補正予算（第５号）に係る意見の申

出について  

 令和２年度教育費９月補正予算（第５号）について、別紙のとおり

市議会に提出することに同意する。  



第１表　歳入歳出予算補正（抜粋）
歳入

款 項 補正前の額 補正額 計

千円 千円 千円

　２　国庫補助金 42,894,358 814,382 43,798,740

千円 千円 千円

　１　市債 10,815,500 1,029,387 11,844,887

歳出

款 項 補正前の額 補正額 計

千円 千円 千円

　１　教育総務費 2,606,435 18,513 2,624,948

千円 千円 千円

　２　小学校費 4,997,483 110,832 5,108,315

千円 千円 千円

　３　中学校費 1,284,636 △156 1,284,480

千円 千円 千円

　５　高等学校費 1,467,902 △4,007 1,463,895

千円 千円 千円

　６　社会教育費 3,712,216 △19,610 3,692,606

千円 千円 千円

　７　保健体育費 959,966 △9,461 950,505

　１０　教育費

※ 上記は、事業費のほか、人件費の補正を含む

　１６　国庫支出金

※ 「１６国庫支出金－２国庫補助金」のうち補正額93,953千円が教育委員会分
※ 「２３市債－１市債」のうち補正額30,300千円が教育委員会分

　２３　市債

議
案

５
２
－

４



第２表　継続費補正

（変更）

総額 年度 年割額 総額 年度 年割額

千円 千円 千円 千円

令和元年度 848,859 令和元年度 848,859

令和２年度 438,841 令和２年度 445,380

令和３年度 164,206 令和３年度 157,667

款 項 事業名
補正前 補正後

１０　教育費 ２　小学校費
京町小学校

校舎改築事業
1,451,906 1,451,906

議
案
５
２
－
５



第３表　繰越明許費補正（抜粋）

（追加）

款 項 金額
千円

50,578

事業名

１０　教育費
小学校施設長寿命化事業にかかる委託料及び工事費

２　小学校費

議
案

５
２
－

６



第４表　債務負担行為補正（抜粋）

（追加）

千円

138,100

事 項 期 間 限度額

ス ク　 ー　 ル　 バ  ス
運　行　業　務　委　託　料

令　和　２　年　度　か　ら
令　和　７　年　度　ま　で

議案

議
案

５
２
－

７



第５表　地方債補正（抜粋）

（変更）

補正前 補正後

限度額 限度額

千円 千円

義務教育施設整備事業 1,527,200 1,557,500

起債の目的

議
案
５
２
－
８
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円
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0
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生
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置
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入
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置
等

6
,5

34
6,

53
4

・
校
内
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ト
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ー
ク
用
追
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線
の
整
備

6
,5
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4
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円

・光
回

線
引

込
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初
期

費
用

 6
4
校
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工

事
費

等
）

3
,9

7
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千

円
・光

回
線
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び

ﾌ
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ﾊ
ﾞｲ

ﾀ
ﾞ使

用
料

 5
1
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（
１
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３

月
分
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5
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千
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2,
24

0
1,

12
0

1,
12

0
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遠
隔
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習
環
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の
整
備

2
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4
0
千

円
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35

千
円

×
64

校
＝

2,
24

0
千

円
（
浮
島
小
・
下
田
小
を
除
く
）

国
の

G
IG

A
ス

ク
ー

ル
構

想
に

基
づ

き
、

現
在

整
備

を
進

め
て

い
る

校
内

情
報

通
信

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

の
性

能
が

発
揮
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れ

る
よ

う
光

回
線

を
接

続
し

、
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト
環

境
を

整
備

す
る

。

　
学

校
と

児
童

生
徒

が
ＩＣ

Ｔ
機

器
を

活
用

し
て

円
滑

に
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

を
行

う
た

め
、

学
校

側
が

使
用

す
る

通
信

装
置

等
の

整
備

を
行

う
も

の
（
小

・
中

・
特

支
・
高

校
6
4

校
に

ウ
ェ

ブ
カ

メ
ラ

及
び

ヘ
ッ

ド
セ

ッ
ト
を

購
入

款
項
目
：1
0-
1-
2

【戦
略
事
業
】

教
育
IC
T
活
用
事
業

（教
育
ＩＣ
Ｔ
推
進
課
）

　
障

害
の

あ
る

児
童

生
徒

が
P
C

端
末

を
効
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的

に
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用
す

る
た

め
、

障
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補
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を
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備
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、
誰

一
人

取
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残
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な
い

学
び

の
実

現
を

図
る

。

特
別

支
援

学
校

の
重

複
学

級
10

人
分

及
び

特
別

支
援

学
級

へ
配

備
〇

 視
線

入
力

装
置

　
＠

19
8千

円
×

5台
　

視
線

に
よ

る
入

力
装

置
〇

　
ジ

ェ
リ
ー

ビ
ー

ン
ズ

ス
イ

ッ
チ

 ＠
11

千
円

×
10

台
　

入
力

補
助

装
置

〇
 ヘ

ッ
ド

セ
ッ

ト
　

＠
11

千
円

×
14

0台
　

音
声

を
文

字
化

す
る

措
置

要
　
求
　
事
　
項

通
常
分

コ
ロ
ナ
対
応
分

公
立

学
校

情
報

機
器

整
備

補
助

（
国

補
正

）
補

助
率

 
1
/
2

公
立

学
校

情
報

機
器

整
備

補
助

（
国

補
正

）
補

助
率

1
0
/
1
0

議案５２－資料1
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1
1
,0
0
0

2
9
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◎
学
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規
模
対
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業

4
0
,4

3
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千

円
5
,1
2
7

3
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,5
2
3

1
1
,0
0
0

2
8
,5
2
3

・
統

合
に

向
け

た
ハ

ー
ド

等
環

境
整

備
3
9
,
5
2
3
千

円

〇
 
城

島
小

学
校

施
設

改
修

工
事

請
負

費
・

工
事

監
理

費
【

通
常

分
】

1
4
,
6
8
2
千

円

【
少

人
数

教
室

関
係

】
Ｐ

Ｃ
室

、
図

工
室

の
改

修
等

　

【
コ

ロ
ナ

対
応

分
】

2
4
,
0
6
2
千

円
【

空
調

関
係

】
Ｐ

Ｃ
教

室
、

特
別

教
室

の
空

調
改

修
　

【
便
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関

係
】

特
別

教
室

の
便

所
改

修

〇
 
ス

ク
ー

ル
バ

ス
の

運
行

費
用

7
7
9
千

円

運
行

委
託

料
（

R
2
年

度
分

：
試

運
転

、
協

議
参

加
な

ど
）

7
7
9
千

円

（
債

務
負

担
行

為
分

（
R
3
～

7
年

度
）

1
3
8
,
1
0
0
千

円
）

9
0
9

9
0
9

・
統

合
に

向
け

た
人

的
環

境
整

備
9
0
9
千

円

〇
 小

学
校

統
合

に
向

け
学
校
事
務
補
助
員
の
増
員

9
0
9
千
円

下
田

小
、

浮
島

小
、

城
島

小
（

各
1
名

）
・
報
酬

95
1
円
×
1
5
H
×
2
0
週
×
3
人

8
5
6
千

円
・
費
用
弁
償

40
0
円
×
3
人
×
4
0
日

4
8
千
円

・
労
働
保
険
料

90
4
,0
0
0
円
×
5
/
1
,0
0
0

5
千
円

学
校

規
模

対
策

事
業

　
６
月
議
会
で
小
学
校
統
合
に
係
る
条
例
が
議
決
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
保
護
者
や
地

域
と
の
協
議
を
踏
ま
え
、
統
合
準
備
を
本
格
的
に
進
め
る
。

要
　

求
　

事
　

項

（学
校

教
育

課
）

款
項

目
：1

0-
2-

1
学

校
規

模
対

策
事

業

款
項

目
：1

0-
2-

2

ス
ク

ー
ル

バ
ス

運
行

〇
今

年
度

中
に
委
託
業
者
を
選
定
し
、
運
行
ル
ー

ト
や
災

害
時

の
対
応

な
ど
運
行
に
つ
い
て
の
共
通
認
識
を
保

護
者
と

の
間

で
持
つ

と
と
も
に
、
保
護
者
や
児
童
を
乗
せ
て

試
運
転

を
行

う
。

〇
令

和
３

年
度
以
降
の
５
年
間
分
に
つ
い
て
、
債

務
負
担

行
為

を
設
定

す
る
。

【債
務

負
担

行
為

】
ス

ク
ー

ル
バ

ス
運

行
業

務
委

託
・期

間
：R

3年
度

～
R

7年
度

（5
年

間
）

・債
務

負
担

行
為

限
度

額
：
13

8,
10

0千
円

・下
田

コ
ー

ス
：
小

型
バ

ス
３

台
・浮

島
コ

ー
ス

：小
型

バ
ス

２
台

【
城

島
小

学
校

図
工

室
】

【
ス

ク
ー

ル
バ

ス
運

行
】

統
合

に
当

た
っ

て
は
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多

岐
に

渡
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多
く
の

事
務

作
業

が
発

生
す

る
。

〇
引

越
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す
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の
洗

い
出
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廃
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処
分
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備

品
台
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各
種
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内
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統
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パ
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デ
ー

タ
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光
熱
水

の
契

約
関

係
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出
入

り
業

者
と

の
調

整
、
校
納

金
口
座

議案５２－資料2
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＜
継

続
費

＞
（
単

位
：
千

円
）

年
度

年
割

額
年

度
年

割
額

R
1

8
4
8
,8

5
9

R
1

8
4
8
,8

5
9

0

R
2

4
3
8
,8

4
1

R
2

4
4
5
,3

8
0
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R
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計
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付

金
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3
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債
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議案５２－資料3
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を

行
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イ
ル

ス
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ら
の
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ス
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を
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も
を

は
じ

め
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用
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が
安

全
安

心
に

利
用
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き

る
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す
る

。

　
廊
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と

ト
イ
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の
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に
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ル
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-
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用
す
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も
の

議案５２－資料4
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1

1
,9
3
9
千
円

4
8
,6
3
9
千
円

小
学
校
施
設
長
寿
命
化

事
業

（
学
校
施
設
課
）

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
予
防
の
環
境
整
備
の
観
点
か
ら
、
西
牟
田
小
学
校
の

ト
イ
レ
を
改
修
す
る
も
の
。
ま
た
、
年
度
内
の
工
事
完
了
が
見
込
め
な
い
こ
と
よ
り
、

繰
越
明
許
費
を
設
定
す
る
も
の
。

要
　
求
　
事
　
項

【繰
越
明
許
費
】

5
0,
5
78
千
円

〇
監
理
委
託
料

1,
93
9
千
円

○
工
事
請
負
費

48
,6
39
千
円

改
修
後

改
修
前

ト
イ
レ
は
、
不
特
定
多
数
の
児
童
生
徒
及
び
教
員
、
保
護
者
等
が
１
日
当
た
り
複

数
回
使
用
す
る
た
め
、
衛
生
環
境
が
悪
化
し
や
す
い
場
所
で
あ
る
。
そ
う
し
た
中

で
、
床
等
が
濡
れ
た
不
衛
生
な
状
態
で
は
、
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
等
の
温
床
と
な
る

恐
れ
が
あ
り
、
ド
ラ
イ
化
な
ど
の
改
修
が
必
要
で
あ
る
。

当
初
予
算
で
計
上
済

臨
時
交
付
金
の
財
源
を
活
用
す
る
も
の

議案５２－資料5



令
和
２
年
度
９
月
補
正
予
算
　
調
整
資
料
（
災
害
対
応
分
)

教
育
部

財
　
　
　
　
源
　
　
　
　
内
　
　
　
　
訳

令
和
２
年
度

予
算
要
求
額

国
県
支
出
金
地

方
債

そ
の

他
一

般
財
源

要
　
　
　
　
　
求
　
　
　
　
　
内
　
　
　
　
　
容

当
初
予
算
額

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

15
,4
96

14
,9
00

59
6
◎
小
学
校
施
設
維
持
管
理
事
業

1
5
,4
9
6
千
円

2
1
5
,4
0
7

・冠
水
対
応
（大

橋
小
）

1
,2
3
0
千
円

　
①
プ
ー
ル
ポ
ン
プ
修
繕

8
8
0
千
円

　
②
グ
ラ
ウ
ン
ド
復
旧

3
5
0
千
円

・冠
水
対
策
（予

防
）

1
4
,2
6
6
千
円

　
今
回
の
大
雨
で
電
源
設
備
等
の
直
接
の
被
害
は
な
い
が
、
冠
水
被
害
の
恐
れ
が

あ
る
た
め
対
応
す
る
も
の
。

①
大
橋
小
　
　

ｷ
ｭ
ｰ
ﾋ
ﾞｸ
ﾙ
嵩
上

2
,5
9
2
千
円

空
調
室
外
機
5
台
嵩
上

1
,4
1
0
千
円

②
城
島
小
　
　

ｷ
ｭ
ｰ
ﾋ
ﾞｸ
ﾙ
嵩
上

2
,5
9
2
千
円

(床
上
浸
水
)

空
調
室
外
機
2
1
台
嵩
上

5
,9
2
2
千
円

止
水
板
設
置

1
,7
5
0
千
円

※
電
源
設
備
の
回
復
ま
で
3
か
月
程
度
の
休
校
が
必
要
と
な
る
可
能
性
あ
り

水
没
し
て
壊
れ
た
場
合
、
電
源
設
備
の
回
復
ま
で
3か

月
程
度
の
休
校
が
必
要
と
な
る
可
能
性
あ
り

大
橋
小
ｸ
ﾞﾗ
ｳ
ﾝ
ﾄﾞ

大
橋
小
ｸ
ﾞﾗ
ｳ
ﾝ
ﾄﾞ

（
田
畑
の
土
砂
が
流
入
）

（
乾
き
が
悪
く
滑
り
や
す
い
）

大
橋
小
ｷ
ｭ
ｰ
ﾋ
ﾞｸ
ﾙ

城
島
小
ｷ
ｭ
ｰ
ﾋ
ﾞｸ
ﾙ
（写

真
中
央
）

要
　
求
　
事
　
項

款
項
目
：
1
0
-
2
-
1

小
学
校
施
設
維
持
管
理

事
業

（
学
校
施
設
課
）

災
害

復
旧

債
 
 
 
7
0
0
千

円
緊

防
債

 
 
 
 
1
4
,
2
0
0
千

円
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議案５２－資料７ 

○地方教育行政の組織及び運営に関する法律 

（昭和三十一年六月三十日） 

（法律第百六十二号） 

（教育委員会の意見聴取） 

第二十九条 地方公共団体の長は、歳入歳出予算のうち教育に関する事務に係る部分その他

特に教育に関する事務について定める議会の議決を経るべき事件の議案を作成する場合

においては、教育委員会の意見をきかなければならない。 

 

 

 

   ○久留米市教育委員会教育長に対する事務委任規則 

昭和39年12月15日 

久留米市教育委員会規則第12号 

(臨時代理) 

第3条 教育長は、緊急やむを得ないときは前条各号に掲げる事務を臨時に代理することが

できる。 

2 前項の規定により臨時に代理したときは、委員会にこれを報告し承認をうけなければな

らない。 



協議１－１ 

教
育
に
関
す
る
大
綱 

振
興
プ
ラ
ン 

教
育
施
策
要
綱 

基本方針を中項目に反映 

内容を踏まえ策定 

 

プランの構成を反映 

予
算
基
本
方
針 

（学校教育分野） 

毎年度見直し 

令和２年度久留米市教育施策要綱（案） 

 

１ 教育施策要綱の趣旨 

令和２年度の教育行政の推進にあたり、具体的な施策方針である久留米市教

育施策要綱を策定するもの。 

 

 

２ 教育施策要綱の構成について 

  ｢教育に関する大綱｣及び「久留米市教育振興プラン」が令和２年度から新

たにスタートしたことから、施策要綱の構成を次のとおりとする。 

 

○ 施策要綱は、教育に関する大綱の基本方針に沿って施策を実施するための

年度計画として策定する。 

○ 施策要綱の学校教育分野においては、教育振興プランの構成を踏まえ、プ

ランの実施計画として策定する。 

○ 予算との整合を図るため、教育委員会事業（教育部、市民文化部等）に係

る予算基本方針をもとに施策を分類する。 

 

 

施策要綱の位置付けイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育委員会資料 

令和２年８月３１日 

教育部総務 



協議１－２ 

３ 教育施策要綱の概要 

項  目 内  容 

はじめに 

 

総合教育会議の設置、教育に関する大綱の策

定、大綱の基本方針及び施策要綱の位置付け

について記載する。また、新型コロナウイルス

感染症の拡大による影響について記載する。 

Ⅰ 教育施策の重点課題と対応

方針 

総括的な考え方として、教育に関する大綱に

掲げた教育理念と基本方針を踏まえた施策を

推進していくものとし、令和２年度当初予算

の基本方針を記載する。 

Ⅱ 教育行政の主要施策の展開 

教育に関する大綱の基本方針をもとに各施策

の項目を予算基本方針によって、項目設定す

る。また、新型コロナウイルス感染症対策に伴い

予算化した事業について記載する。 

  

ⅰ 「生きる力」を育み、元気と笑顔があふれる子どもを 

   育てる教育 

  １ 教育振興プランの推進  

  

 ⅱ 生涯学び、活躍できる環境を整え、心豊かな市民生活 

   をおくることができるまちづくり 

  １ 生涯学習・社会教育の推進 

  ２ 歴史的資源の保護と活用 

  ３ スポーツの推進 

  ４ 市民の自己学習の場としての図書館づくり 

 

 ⅲ 新型コロナウイルス感染症対策 

 

Ⅲ 教育施策の重点事業 

Ⅱで記載した事業のうち、特に重点的に推進

していく事業について、事業内容や評価方法

及び新型コロナウイルスによる影響等について

記載する。 

 

予算基本方針 

予算 
基本 
方針 

大
綱
の
基
本
方
針
を
反
映 

補
正
予
算 



R2.7.9からR2.8.11 受付分まで
※区分の★は新規に申請があったもの

№ 日時 事業名 主催者名 場所 区分 担当課

1
令和2年9月6日（日）
令和2年9月12日（土）
令和2年9月27日（日）

福岡キッズマネースクール
福岡キッズマネースクー
ル事務局

久留米シティプラザ
北野生涯学習セン
ター

後援 学校教育課

2
令和2年11月2日（月）～
令和3年1月17日（日）

九州・沖縄映画感想画コン
テスト2020

九州・沖縄映画感想画コ
ンテスト実行委員会

なし 後援 学校教育課

3
令和2年7月16日（木）
～令和3年3月31日（木）

モノづくりって楽しい！～久
留米発理工系女子の萌芽
支援プロジェクト～

久留米工業高等専門学
校

久留米工業高等専門
学校

後援 学校教育課

4
令和2年8月1日～2日

8：00～18：00
“Ｂｉｒｄ Ｆｕｋｕｏｋａ 2020”高
校生バドミントン大会

福岡県バドミントン協会 久留米アリーナ 後援
体育スポー
ツ課

5
令和2年8月13日～14日

8：00～18：00
“Ｂｉｒｄ Ｆｕｋｕｏｋａ 2020”小
学生バドミントン大会

福岡県バドミントン協会 久留米アリーナ 後援
体育スポー
ツ課

6
令和2年8月15日～16日

8：00～18：00
“Ｂｉｒｄ Ｆｕｋｕｏｋａ 2020”中
学生バドミントン大会

福岡県バドミントン協会 久留米アリーナ 後援
体育スポー
ツ課

7 令和2年9月18日～20日
第48回九州学生陸上競技
選手権大会

九州学生陸上競技連盟
久留米総合スポーツ
センター
陸上競技場

後援
体育スポー
ツ課

8 令和2年9月19日
第38回全日本大学女子駅
伝対校選手権大会

九州学生陸上競技連盟
久留米総合スポーツ
センター
陸上競技場

後援
体育スポー
ツ課

9 令和2年9月20日

秩父宮賜杯第52回全日本
大学駅伝対校
選手権大会九州地区選考
会

九州学生陸上競技連盟
久留米総合スポーツ
センター
陸上競技場

後援
体育スポー
ツ課

10

令和2年9月12日（土）～
12月6日（日）開館76日間
開館時間 10:00～17:00
（入館は16:30まで）
月曜日休館

没後35年 鴨居玲展 静止し
た刻

久留米市美術館
久留米市美術館（本
館2階）

後援
生涯学習推
進課

教育委員会後援事業等に関する報告

報告１－1



№ 日時 事業名 主催者名 場所 区分 担当課

11
令和2年9月20日（日）
14:00～15:30

くるめシティーブラスの街な
かコンサート　vol.4

くるめシティーブラス
六角堂広場（久留米
シティプラザ）

後援
生涯学習推
進課

12
2020(R2)年9月21日
（月）・22日（火） 10:00～
16:00

わくわく！こども人形劇がっ
こう
～人形つくって、ものがたり
であそぼう～

特定非営利活動法人舞
台アート工房・劇列車

石橋文化センター
共同ホール研修室

後援
生涯学習推
進課

13
令和2年9月中旬までに制
作、令和3年度中まで使
用予定

令和2年（2020年）度がん啓
発事業（動画コンテンツ作
成・配信）

公益財団法人福岡県す
こやか健康事業団

主に福岡県内 後援
生涯学習推
進課

14
令和2年11月3日（火・祝）
13:00～1700

くるめジュニア音楽祭2020 KANIKAPILA Music Club 久留米シティプラザ 後援
生涯学習推
進課

15
2020年12月5日（土）9:00
～18:00

ゴスペル＆マルシェ
ゴスペルfor3.11実行委
員会

久留米シティプラザ
六角堂広場

後援
生涯学習推
進課

16
令和3年2月19日（金）
13:30～15:30

第28回ふくおか県民文化祭
2020　「春のシンフォニーin
久留米」

第28回ふくおか県民文
化祭2020
「春のシンフォニーin久
留米」実行委員会

久留米シティプラザ
久留米座

後援★
生涯学習推
進課

17
2021年3月27日（土）
14:00～16:00

第10回 ゴスペルfor3.11
チャリティコンサート

ゴスペルfor3.11実行委
員会

久留米シティプラザ
ザ・グランドホール

後援
生涯学習推
進課

18
なし（研究成果を冊子にし
て配布するのみであるた
め）

福岡県学校図書館研究大
会

筑後地区学校図書館協
議会

なし 後援 学校教育課

報告１－2



 報告２－１ 

 

 

 

令和２年度トップアスリート支援事業「強化指定選手」の認定について 

 

久留米市では、オリンピック・パラリンピックの出場に向けて、国際大会等

で活躍することが期待できる久留米市ゆかりのジュニアアスリートに対して、

競技に専念できる環境整備の強化を図るため、平成２９年度より市を代表する

ジュニアアスリートを「強化指定選手」に認定し、必要な支援を行っています。 

この度、令和２年度の「強化指定選手」を認定しましたので、お知らせいた

します。 

 

１．認定対象者 

  次の⑴～⑶のいずれかに該当し、申請年度に中学２年生から満１９歳とな

るジュニアアスリートで、オリンピック・パラリンピックで採用される競技

において実績を有するもの。 

(1) 久留米市内に住所を有する者 

(2) 久留米市内の学校に通学する者 

(3) 久留米市内の小学校を卒業した者 

 

２．認定基準 

  対象者のうち、申請日の前年度の実績が、次の基準に該当するもの。 

強化指定選手区分 基準 補助額 

Ａ 
日本代表選手 

日本選手権大会等３位以上の選手 
５０万円 

Ｂ 
年代別日本代表強化指定選手 

年代別国際大会３位以上の選手 
２０万円 

Ｃ 
年代別日本代表選手 

全国大会３位以上の選手 
１０万円 

 

３．令和２年度「強化指定選手」認定者 

  ・別紙のとおり 

   

４．認定者への支援 

対象経費に対して５０万円を上限に補助 

教 育 委 員 会 資 料 

令 和 ２ 年 ８ 月 ３ １ 日 

市民文化部体育スポーツ課 



種目 氏名 所属 R1実績 ランク
R1

認定者

1 井手　伊織
九州産業大学

1年

第2回アジア・オセアニア空手道選手権大会

男子組手　準優勝
B

2 徳久　葉月
長崎国際大学

１年

第62回全国空手道選手権大会　女子組手

準優勝
C ○

3 車いすテニス久保下　郁弥
伝習館高校

３年
2019年度JWTA次世代育成強化指定選手 B

4 内野　艶和
日本競輪選手養成

所

日本自転車競技連盟　トラックレース中距離

女子ジュニア　強化指定選手
B 〇

5 金田　舞夏
祐誠高校

３年

日本自転車競技連盟　トラックレース短距離

女子ジュニア　強化指定選手
B 〇

6 井手　凱王
天理高校

１年
全日本柔道連盟男子D　強化指定選手 B

7 古賀　若菜
山梨学院大学

1年

2019年グランプリ・モントリオール　女子48kg

級　日本代表
A 〇

8 中野　智博
桐蔭学園高校

３年
全日本柔道連盟男子C　強化指定選手 B 〇

9 吉田　泰生
南筑高校

３年
全日本柔道連盟男子D　強化指定選手 B 〇

10 野球 山下　恭吾
福岡大学附属

大濠高校１年

第10回　BFA　U-15アジア選手権　日本代

表
C

11 ラグビー 伊藤　大祐
早稲田大学

1年
2019年度高校日本代表 C

※並び順：競技名五十音順、氏名五十音順

空手

柔道

自転車

令和2年度トップアスリート選手強化事業　候補者一覧
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 報告４－１ 

 
 
 
 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止を踏まえた学校行事の対応について 
 

 新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、２学期以降における学校行事に
ついて、以下の対応を行います。なお、今後感染のさらなる拡大がみられる場合は、
予定する学校行事を中止又は延期する場合があります。 
 
１ 運動会・体育祭 
  実施する学校では、３密を避け、消毒等の感染防止対策を徹底するとともに、「半

日程度への時間短縮」「密集密着する競技を避ける」など開催規模を縮小します。 
 小学校 
  各学校の日程に応じて、９月２６日（土）又はその前後の土日曜日のいずれかで

実施します。 
中学校 

  各学校の日程に応じて、９月１１日（金）又は１２日（土）のいずれかの日で実
施します。 

 特別支援学校 
  実施しません。 
 高等学校 
  南筑高校は９月２４日（木）に実施。久留米商業高校は実施しません。 

 
 
２ 修学旅行 
  実施する学校では、文部科学省の通知を踏まえ、感染防止対策を徹底したうえで
期間を短縮するなどの対策を講じます。 
小学校（６年生） 

  日帰り、片道２時間程度の旅行範囲とし、保護者からの同意を得て実施します。 
 中学校（２年生） 
  検討中 
 特別支援学校 
  実施しません。 

高等学校 
検討中 

 
 
３ 文化祭・学習発表会 
  教育課程の進捗状況など、各学校の状況に応じて実施します。実施する場合は、
３密を避け「半日程度の時間短縮」「観覧者の規模縮小」など、感染防止対策を徹
底します。 
なお、実施を見送る場合は、小学校６年生・中学校３年生の発表の場としての代

替行事を設定します。また、南筑高校は、作品展を冬季に開催予定、久留米商業高
校は、生徒のみによる校内での開催を予定しています。 

 

教 育 委 員 会 資 料 

令 和 ２ 年 ８ 月 ３ １ 日 

教 育 部 学 校 教 育 課 
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